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  防災訓練の実施の結果について、原子力災害対策特別措置法第１３条の２第１項の規定

に基づき報告します。 

 

原子力事業所の名称 

及び場所 

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン 

神奈川県横須賀市内川 二丁目３番１号 

防 災 訓 練 実 施 年 月 日 令和 4 年 11 月 29 日 別紙 2 のとおり 

防災訓練のために想定した

原子力災害の概要 

放射性物質放出により原子

力災害対策特別措置法第 15

条の原子力緊急事態に至る

原子力災害を想定 

別紙 2 のとおり 

防 災 訓 練 の 項 目 総合訓練 要素訓練 

防 災 訓 練 の 内 容 

(1)通報訓練 

(2)除染作業等の訓練 

(3)モニタリング訓練 

(4)避難誘導訓練 

(5)その他の訓練 

(1)通報訓練 

(2)除染作業等の訓練 

(3)モニタリング訓練 

(4)避難誘導訓練 

(5)その他の訓練 

防 災 訓 練 の 結 果 の 概 要 別紙 1 のとおり 別紙 2 のとおり 

今後の原子力災害対策に向

けた改善点 
別紙 1 のとおり 別紙 2 のとおり 

 

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。 
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別紙 1 

防災訓練の結果の概要（総合訓練） 

 

本訓練は、原子力事業者防災業務計画 第 2 章 第 7 節に基づき実施したものである。 

 

1. 防災訓練の目的及び目標 

(1) 訓練目的 

緊急時対策所に設置する原子力防災本部の対応能力向上を目的として、原子力災害発生

時に原子力防災組織があらかじめ定められた機能を有効に発揮できるようにするため、原

子力警戒事態から原子力災害対策特別措置法（以下、「原災法」という。）第 15 条に至る事

象を想定して訓練を実施した。また、前回の総合訓練で抽出された課題の改善状況について

検証を目的として訓練を実施した。 

 

(2) 訓練目標 

上記 1.(1)項の訓練目的に対して、対応能力の向上を図るため、令和 4 年度の総合訓練に

おける目標を以下に示す。 

① すべての緊急時活動レベル（以下、「EAL」という。）への対応の一つとして、通

常放出経路での気体放射性物質の放出（SE02/GE02）への対応能力を確認する。 

② 気象情報を適切なタイミングで必要とするところに共有し活用できること。 

③ 実効性のある現場指揮体制を構築して、本部との適切なコミュニケーションが図

られていること。 

④ COP の作成を計画から実績報告まで効率的に実施できること。 

 

2. 訓練実施日時及び施設 

(1) 実施日時 

令和 4 年 11 月 29 日（火）13:30～15:50 

(2) 訓練実施施設 

・緊急時対策所 

・第 2-3 階酸化ウラン取扱室（発災現場）※ 

・第 2 加工棟屋上及び排気筒（発災現場） 

・避難場所（第 1～第 5 避難場所） 

 

※：本訓練では管理区域境界となる第 2 空調機室までの消火活動展開 
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3. 実施体制、評価体制及び参加人数 

(1) 実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1：状況応じて原子力警戒本部から原子力防災本部へ名称が変更となる。 

※2：一般従業員等は避難訓練のみ。 

 

 

 

 

 

GNF-J 

 

原子力防災本部※1 

原子力防災管理者 

副原子力防災管理者 

（製造部長） 

副原子力防災管理者 

（保安管理部長） 

副原子力防災管理者 

（環境安全部長） 

技術班 

ERC 対応ブース 

ERC 対応者 

ERC 対応補助者 

原子力規制庁 ERC 

放射線管理班 

除染班 

工務班 

警備・誘導班 

情報・連絡班 

救護班 

広報班 

資材班 

相互協力班 

防護隊 一般従業員等※2 
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(2) 情報連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GNF-J 関係機関 

 

 

一般従業員等 

原子力規制庁 

緊急時対応センター 

（ＥＲＣ） 

公設消防※２ 

 
※２：公設消防は弊社従業員が消防
役となり、傷病者の引き受け、弊社
緊急車両で医療機関（仮想）へ搬送 

 

その他関係機関※１ 

 
※１：その他関係機関への通報、連
絡は以下の機関とし下記以外は省略
する。 
① 神奈川県くらし安全防災局 

防災部危機管理防災課 
② 浦賀警察署 
③ 東日本旅客鉄道 
④ 京浜急行電鉄 
 

緊急時対策所 

 情報共有 

（電話会議等） 

通報FAX等 

救急要請･情報提供 

オフサイトセンター 

（ＯＦＣ） 

ERC 対応ブース 

 
ERC プラント班 

   発災現場 

 

原子力防災本部員 

指示 報告 

避難指示 

連絡 

情報共有 

ERC 対応者 

原子力防災本部 
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(3) 評価体制 

評価者（弊社社員）を選任し、訓練目的を踏まえ予め定めた評価項目に対して評価

を実施するとともに、訓練終了後の反省会等を通じて、改善点を抽出した。また、三

菱原子燃料株式会社（MNF）、原子燃料工業株式会社（NFI）及び日本核燃料開発株

式会社（NFD）から社外評価者を招き、同様の評価を実施した。 

上記評価にあわせて、これまでの訓練からの改善事項に対しての有効性評価も実

施した。 

 

社内評価者 ：4 名（緊急時対策所 3 名、現場 1 名） 

社外評価者 ：4 名（MNF：1 名、NFI：1 名、NFD：2 名） 

 

(4) 参加人数 

参加人数 ：プレーヤ 194 名、コントローラ 9 名 

参加率  ：94％（参加人数 203 名／訓練対象者総数 215 名） 
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4. 防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

原災法第 10 条事象及び第 15条事象に至る原子力災害を想定した。詳細は以下のとおり。 

 

(1) 訓練形式 

シナリオ一部開示型 

開示理由：事象対応の習熟とマニュアル等の改善が必要な箇所の確実な抽出のた

めに、本部の要員にシナリオの概要を提示した。 

スキップ：事故収束の確認の際、空気中放射性物質濃度測定に必要な自然放射能の

減衰時間として 24 時間をスキップし、測定者に測定結果を付与すると

ころから訓練を再開した。 

 

(2) 訓練想定 

 平日昼間帯に大地震発生（震度 6 強、M7.0、1000Gal）による原子力警戒事態

から、第 2 加工棟第 2-3 階酸化ウラン取扱室でのウラン粉末大量飛散並びに

排気ダクト及び 2 次フィルタ破損による排気筒からのウランの放出により、

全面緊急事態に至る事象を想定した。 

 天候は実際の天候に基づいた。 

 加工施設は生産作業中を想定した。 
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(3) 事象進展概要 

時刻 事象及び活動 検証項目※ 

13:30  訓練開始 

 大地震発生（震度 6 強） 

 従業員の避難を開始し、防災本部員招集の構内放送を実施 

 商用電源喪失 

 工務班が非常用発電機 2 台起動を確認 

 No.10 従業員等の避難 

 No.11 要員参集 

 No.17 非常電源供給 

13:35  第 2-3 階酸化ウラン取扱室で 5 ガロン缶 5 缶が散乱し、ウラン粉末が飛散 

 第 2-3 階酸化ウラン取扱室の室内エアモニタ発報 

 放射線管理班による排気筒 C ダストサンプラの回収及び測定開始 

 津波注意報発令 

 No.8 放射線等モニタリング 

13:37  原子力防災管理者が原子力警戒態勢を発令し、原子力警戒本部を設置 

 給排気設備の停止を行い、管理区域内の負圧０Pa 

 逆流防止ダンパ不作動 

 No.12 原子力警戒本部の設置 

 No.4 応急復旧の実施 

13:40  第 2-3 階酸化ウラン取扱室の電源盤から火災発生（工事用に持ち込まれて

いたシート類の資機材に延焼） 

 第 2-3 階酸化ウラン取扱室の 1 次フィルタより下流で排気ダクトの破断を

確認 

 No.4 応急復旧の実施 

13:44  警戒事態該当事象発生連絡（第 1 報）を送信  No.3 警戒事態該当事象発生連絡/

経過連絡 

13:47  津波注意報解除  No.10 従業員等の避難 

13:48  排気筒 C の排気筒ダンパの閉止失敗 

 排気ダクト経由の延焼により、第 2 フィルタ室の 2 次フィルタが損傷し、

第 2 加工棟排気筒 C からのウラン放出開始 

 No.4 応急復旧の実施 

13:52  初期消火作業にあたっていた作業員 1 名が火傷による負傷及び内部被ばく

発生 

 No.16 原子力災害医療の実施 

14:05  放射線管理班による第 2 加工棟屋上の表面密度測定を開始 

 第 2 加工棟屋上に汚染を確認したため、屋上を一時的管理区域に設定 

 防護隊による第 2-3 階酸化ウラン取扱室の消火活動を開始 

 No.7 放射線等モニタリング計画

の立案 

 No.8 放射線等モニタリング 

 No.4 応急復旧の実施 

14:10  警戒事態該当事象発生後の経過連絡（第 2 報）を送信  No.3 警戒事態該当事象発生連絡/

経過連絡 

14:28  警戒事態該当事象発生後の経過連絡（第 3 報）を送信  No.3 警戒事態該当事象発生連絡/

経過連絡 
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時刻 事象及び活動 検証項目※ 

14:33  放射線管理班による排気筒 C ダストサンプラの測定結果から、原子力防災

管理者が SE02/GE02 に該当すると判断し、第 2 次緊急時態勢を発令 

 原子力警戒本部から原子力防災本部へ移行 

 No.8 放射線等モニタリング 

 No.14 根拠に基づいた EAL 判断

の実施 

 No.13 原子力防災本部への移行 

14:36  第 2-3 階酸化ウラン取扱室の火災鎮圧  No.4 応急復旧の実施 

14:37  第 10 条通報（第 4 報）を送信  No.1 第 10 条通報（第 15 条事象

含む）（特定事象発生報告） 

14:46  15 条認定会議により 15 条に認定  No.22 10 条/15 条認定会議での説

明 

14:47  応急復旧計画の立案  No.5 COP の進捗管理 

15:06  事象収束判断のための時間をスキップし全モニタリング値の通常値復帰を

付与 

 第 2-3 階酸化ウラン取扱室の飛散したウラン粉末の回収完了 

 排気筒 C の除染作業完了 

 応急復旧が全て完了 

 No.8 放射線等モニタリング 

 No.4 応急復旧の実施 

14:58  第 25 条報告（応急措置の概要）（第 5 報）を送信  No.2 第 25 条報告（応急措置の概

要報告） 

15:03  事象収束の判断のための空気中放射性物質濃度の測定に必要な自然放射線

の減衰時間（24 時間）をスキップ 
－ 

15:37  原子力防災管理者が原子力事業者災害対策支援拠点の設置を要請  No.18 原子力事業者災害対策支援

拠点の設置要請 

15:43  第 25 条報告（応急措置の概要）（第 6 報）を送信  No.2 第 25 条報告（応急措置の概

要報告） 

15:50  訓練終了 － 

※：「7.防災訓練の結果及び評価」に示す検証項目 No.と検証項目 (No.6、9、15、19、20、21、23 については訓

練全体を通して検証)  
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5. 防災訓練の項目 

総合訓練 

 

6. 防災訓練の内容 

(1) 通報訓練 

警戒事態該当事象並びに原災法第 10 条事象及び第 15条事象発生時に社内及び社外

関係機関の一部への実通報連絡を実施した。 

また、応急措置の概要に関する報告について、社内及び社外関係機関の一部への実

連絡を実施した。 

 

(2) 除染作業等の訓練 

戦略シートを利用して応急復旧対策を立案し、各機能班で事象収束活動及び拡大防

止対策を実施した。 

 

(3) モニタリング訓練 

可搬型モニタリング設備等を用いた放射性物質濃度等のモニタリングを実施した。 

 

(4) 避難誘導訓練 

災害発生時に定められた避難場所への従業員等の避難誘導を実施した。 

 

(5) その他の訓練 

① 要員参集訓練 

要員の参集及び原子力防災本部等の立上げを実施した。 

 

② EAL 判断訓練 

収集した情報に基づき、判断根拠を明確にした上で EAL 判断を実施した。 

 

③ 原子力災害医療訓練 

傷病者発生に伴う、救助、汚染のサーベイ、除染及び公設消防への連絡（模

擬）、並びに傷病者の救急隊への引渡し（模擬）及び医療機関への搬送状況（情

報付与）の把握を行った。 

 

④ 商用電源喪失 

非常用発電機の再起動不能の対応として、商用電源復帰後も非常用発電機の

運転継続を行った。 

 



1-9 

 

⑤ 原子力事業所災害対策支援拠点運用訓練 

原子力事業所災害対策支援拠点の設営要請を行った。 

 

⑥ 広報活動訓練 

模擬ホームページへの広報文掲載を実施した。なお、掲載内容については

ERC 広報班へ FAX で送信して事前確認を行った。 

 

⑦ ERC 対応訓練 

ERCプラント班と緊急時対策所を電話会議等で接続し、緊急時対策所の ERC

対応者が ERC プラント班に情報提供を実施した。 
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7. 防災訓練の結果及び評価 

「6.防災訓練の内容」に示す各項目の訓練を実施し、訓練評価者による評価結果、訓練終

了後の反省会等により、計画した訓練に大きな支障がなく、訓練目標を達成しており、原子

力防災本部の対応能力向上と原子力防災本部が原子力災害の拡大防止に有効に機能するこ

とを確認した。ただし、いくつかの訓練項目について改善点が抽出された。 

各訓練項目の結果及び評価を次頁以降の表に示す。なお、文中の[改善点（No.XX）]は「9.

今後の原子力災害対策に向けた改善点（対策）」の番号を示す。 
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訓練項目 No. 検証項目 訓練結果 達成目標 評価 訓練目標※ 

通報訓練 

 

１ 第 10 条通報（第 15

条事象含む）（特定

事象発生通報） 

原子力防災管理者は、排気筒からのウラン放出によ

り、排気筒 C ダストサンプラの測定結果が

SE02/GE02 の EAL 事業者判断基準を超えたことを

受けて、施設敷地緊急事態（SE）及び全面緊急事態

（GE）の発生を判断し、情報・連絡班が「特定事象

発生通報（第 10 条通報）」を関係機関へ FAX で送付

した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき必要な情報が記

載されており、内容がチェックされて記載の誤記、

漏れ等がないこと。 

なお、万一、誤記、記載漏れがあった場合には、訂

正報が確実に行われること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき必要な情報が記

載されており、目標を達成していた。 

① 

FAX の通報が事象判断から 15 分以内に実施できる

こと。 

事象判断から 4 分後に通報を実施しており、目標を

達成していた。 

① 

原子力災害対応マニュアルに基づき FAX の着信確

認が確実に行われること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき FAX の着信確

認が行われており、目標を達成していた。 

① 

2 第 25 条報告（応急

措置の概要報告） 

情報・連絡班は、応急措置の実施に伴い経過の連絡

を「応急措置の概要（第 25 条報告）」で関係機関へ

FAX で送付した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき必要な情報が記

載されており、内容がチェックされて記載の誤記、

漏れ等がないこと。 

なお、万一、誤記、記載漏れがあった場合には、訂

正報が確実に行われること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき必要な情報が記

録されており、目標を達成していた。 

① 

原子力災害対応マニュアルに基づき 30 分間隔を目

安に、第 25 条報告を実施できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき第 10 条通報か

ら 21 分、その後 45 分の間隔で第 25 条報告を実施

しており、目標を達成していた。 

① 

3 警戒事態該当事象

発生連絡/経過連絡 

原子力防災管理者は、地震（震度 6 強）発生後に警

戒事態の EAL を判断し、情報・連絡班が「警戒事態

該当事象発生連絡」を関係機関へ FAX で送付した。

その後、加工施設の点検状況等を「警戒事態該当事

象発生後の経過連絡」で定期的に関係機関へ FAX で

送付した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき FAX による連

絡と着信確認が実施できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき FAX による連

絡及び着信確認が行われており、目標を達成してい

た。 

－ 

除染作業等の

訓練 

4 応急復旧の実施 工務班、放射線管理班及び除染班は、原子力災害の

発生を受けて、排気筒の養生、飛散したウラン粉末

の除染作業等の応急措置を実働で実施した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき本部の指示のも

と、除染作業等の応急措置が実施できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき本部で作成した

戦略シートに従って除染作業等の応急措置が実施で

きており、目標を達成していた。 

① 

5 COP の進捗管理 

 

技術班は、GE02 発生時に応急復旧計画を立案し、戦

略シートを作成して、拡大防止措置等を指示した。

また、本部全体で進捗状況を把握し、予定時刻が過

ぎたものについては状況確認を実施した。 

COP の進捗状況を確認し、予定時刻に上がってこな

い情報についてフォローを実施できること。 

本部全体で進捗状況を確認、把握し、予定時刻が過

ぎたものについては速やかに状況確認を実施してお

り、目標を達成していた。 

① 

6 現場指揮体制 放射線管理班及び除染班は、現場体制や指揮命令系

統を明確にして本部との適切なコミュニケーション

を図った。 

実効性のある現場指揮体制を構築して、本部との適

切なコミュニケーションが図られていること。 

放射線管理班と除染班の現場を指揮する現場指揮者

及び指揮者の補佐要員を配置する体制を構築し、本

部とも適切にコミュニケーションが図られており、

目標を達成していた。 

③ 



1-12 

 

訓練項目 No. 検証項目 訓練結果 達成目標 評価 訓練目標※ 

モニタリング

訓練 

 

7 放射線等モニタリ

ング計画の立案 

放射線管理班は、GE02 発生時の応急復旧計画策定

に併せて放射線等モニタリング計画シートを適切に

作成した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき放射線等モニタ

リング計画シートを適切に作成できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき測定が必要な項

目を明確にして放射線等モニタリング計画シートを

適切に作成できており、目標を達成していた。 

一方、EMC と協力しての敷地外のモニタリングな

ど、事業所の人員だけでは対応が難しい部分などに

ついて、事業者間協定に基づく支援要請を行うなど

検討が必要な部分が確認された。[改善点（No.2）] 

①④ 

8 放射線等モニタリ

ング 

放射線管理班は、当日の気象状況及び加工施設の状

況に基づいて放射性物質濃度等のモニタリングを実

施した。また、モニタリング結果について緊急時対

策所内で状況の確認を行い、ERC 対応者等を通じて

ERC プラント班と情報の共有を行った。 

原子力災害対応マニュアルに基づき本部の指示に従

い、放射性物質濃度等のモニタリングが実施できる

こと。 

原子力災害対応マニュアルに基づき作成した放射線

等モニタリング計画シートを、本部の指示に従って

放射性物質濃度等のモニタリングを実施し、結果を

ERC と共有したが、十分に情報が共有できていなか

ったため、モニタリングの位置、トレンド、進捗の

共有について改善点として抽出した。 [改善点

（No.3）] 

① 

9 気象情報の活用 放射線管理班は、モニタリングに関係する気象情報

を適切なタイミングで本部内に情報共有した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき放射性物質濃度

等のモニタリングに関係する気象情報を、適切なタ

イミングで必要とするところに共有し活用できるこ

と。 

原子力災害対応マニュアルに基づき放射線管理班が

モニタリングに関係する気象情報を、クロノロ及び

放射線等管理シートに記載し本部内でも情報共有で

きており、目標を達成していた。 

② 

避難誘導訓練 10 従業員等の避難 警備・誘導班は、地震発生を受けて、一斉放送によ

る避難誘導、避難の状況確認を実施した。また、原

子力災害の発生を受けて、一斉放送による屋内退避

の指示、避難の状況確認を実施した。 

従業員等は、一斉放送に従い、職場地区ごとの所定

の避難場所へ避難を実施した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき適切な避難場所

に従業員等の避難が実施できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき職場地区隊毎に

避難を実施し、定められた役割に応じて作業を分担

し、安否確認が実施できており、目標を達成してい

た。 

なお、集計に若干の時間を要していたため、集計機

器に不具合が生じた場合も想定して、構内滞在者の

安否確認の効率化について今後検討を行う。また、

現状災害発生後の一斉放送は警備・誘導班が災害に

関する情報を集約後、放送を行う警備室へ放送内容

の指示を行っているためタイムラグが生じており、

情報を集約後、速やかに社内放送を行うことができ

る体制も合わせて検討する。 

－ 

要員参集訓練 

 

 

11 要員参集 原子力防災本部員は、地震発生後に所定の場所へ参

集した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき原子力防災本部

員の参集ができること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき地震発生後に速

やかに原子力防災本部員が参集できており、目標を

達成していた。 

－ 
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訓練項目 No. 検証項目 訓練結果 達成目標 評価 訓練目標※ 

 

 

 

 

要員参集訓練 

 

12 原子力警戒本部の

設置 

原子力防災管理者は、地震発生後（震度 6 強）に警

戒事態の EAL を判断し、原子力防災本部員が参集し

て原子力警戒態勢を発令すると共に原子力警戒本部

を設置した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき適切なタイミン

グで原子力警戒本部が設置できること。 

原子力防災管理者は、原子力災害対応マニュアルに

基づき地震発生（震度 6 強）を確認後、速やかに警

戒事態の EAL を判断し原子力警戒本部を設置して

おり、目標を達成していた。 

－ 

13 原子力防災本部へ

の移行 

原子力防災管理者は、排気筒Ｃダストサンプラの測

定結果が SE02/GE02 の EAL 事業者判断基準を超え

たことを受けて、施設敷地緊急事態（SE）及び全面

緊急事態（GE）の発生を判断し、第 2 次緊急時態勢

を発令すると共に原子力警戒本部から原子力防災本

部への移行を実施した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき適切なタイミン

グで原子力防災本部へ移行できること。 

原子力防災管理者は、原子力災害対応マニュアルに

基づき排気筒 C ダストサンプラの測定結果確認後、

速やかに SE02/GE02 の EAL を判断し原子力防災本

部に移行しており、目標を達成していた。 

－ 

EAL 判断訓

練 

14 根拠に基づいたＥ

ＡＬ判断の実施 

原子力防災管理者は、地震発生後（震度 6 強）に警

戒事態の EAL を判断し、原子力警戒態勢を発令する

と共に原子力警戒本部の設置を実施した。また、排

気筒Ｃダストサンプラの測定結果が SE02/GE02 の

EAL 事業者判断基準を超えたことを受けて、施設敷

地緊急事態（SE）及び全面緊急事態（GE）の発生を

判断し、第 2 次緊急時態勢を発令と共に原子力警戒

本部から原子力防災本部への移行を実施した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき EAL を蓋然性

による判断の場合も含めて、判断根拠を明確にして

適切に判断できること。 

原子力防災管理者は、原子力災害対応マニュアルに

基づき管理区域外でサンプリングした空気中放射性

物質濃度結果が SE02/GE02 の EAL事業者判断基準

を超えたことを受けて EAL 判断をしており、目標を

達成していた。 

   ① 

15 EAL 関連情報の共

有 

技術班、工務班及び放射線管理班は、EAL に関連す

る情報を整理して、ERC 対応者に提供した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき本部で EAL に

関連する事象を整理し、当該 EAL に進展する道筋に

関する情報を ERC 対応者に提供できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき EAL に関連す

る事象を適切に整理し、当該 EAL に進展する道筋に

関する情報を ERC 対応者に速やかに提供できてお

り、目標を達成していた。 

   ① 

原子力災害医

療訓練 

16 原子力災害医療の

実施 

傷病者発生に伴う救助、汚染のサーベイ、除染及び

公設消防への連絡並びに傷病者の救急隊（模擬）へ

の引渡し及び医療機関への搬送状況の把握（情報付

与）を行い、緊急時対策所内で情報共有を行った。 

原子力災害対応マニュアルに基づき傷病者の救助、

汚染のサーベイ、除染及び公設消防への連絡（模擬）、

並びに傷病者の救急隊への引渡し（模擬）及び医療

機関への搬送状況（情報付与）の把握ができること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき汚染のサーベ

イ、除染及び公設消防への連絡、並びに傷病者の救

急隊への引渡し及び医療機関への搬送状況の把握が

できており、目標を達成していた。 

－ 

商用電源喪失 17 非常電源供給 工務班は、商用電源喪失後、非常用発電機を起動し

た。 

原子力災害対応マニュアルに基づき商用電源喪失後

の非常用発電機の起動状況の把握及び適切な運用の

指示が実施できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき商用電源喪失

後、非常用発電機の適切な運用指示及び起動が実施

できており、目標を達成していた。 

－ 

原子力事業所

災害対策支援

拠点運用訓練 

18 原子力事業所災害

対策支援拠点の設

置要請 

今後調達する資機材等の受け入れ及び外部からの支

援の受け入れのための拠点として、資材班及び防護

隊（工務小隊）を派遣するため、原子力事業所災害

対策支援拠点の設置要請を行った。 

原子力災害対応マニュアルに基づき原子力事業所災

害対策支援拠点に要員を派遣し、拠点の設置要請が

できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき原子力事業所災

害対策支援拠点の設置要請を行い、本部でも情報共

有ができており、目標を達成していた。 

－ 
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訓練項目 No. 検証項目 訓練結果 達成目標 評価 訓練目標※ 

広報活動訓練 

 

 

19 情報発信ツールを

使った外部への情

報発信 

広報班は、各 EAL 判断、事象の鎮静化のタイミング

で広報文を作成し、模擬ホームページへの掲載を実

施した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき模擬ホームペー

ジへの広報文の掲載ができること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき模擬ホームペー

ジへの広報文の掲載ができており、目標を達成して

いた。 

－ 

ERC 対応訓

練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

ERC 対応の実施 

 

 

 

 

 

 

ビデオ会議（Webex）使用不可の状況を想定した電

話での情報共有と初期情報の共有がおおよそ完了し

た段階で、ビデオ会議（Webex）の復旧を想定し、ビ

デオ会議（Webex）で ERC プラント班と常時接続

し、事象の状況と進展予測、事故収束戦略及び応急

措置の状況等についての情報共有を実施した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき事故・プラント

の状況（現在のプラントの状況、新たな事象の発生、

線量の状況、負傷者の発生等の発生イベント、現況）

の情報共有ができること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき事故・プラント

の状況（現在のプラントの状況、新たな事象の発生、

線量の状況、負傷者の発生等）の情報共有ができて

おり、目標を達成していた。 

 

① 

原子力災害対応マニュアルに基づき進展予測と事故

収束対応（事故の進展予測及びこれを踏まえた事故

収束に向けた対応戦略（対応策））の情報共有がで

きること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき進展予測、EAL

判断を行う予定時刻及び事故収束対応の情報共有が

できており、目標を達成していた。 

① 

原子力災害対応マニュアルに基づき戦略の進捗状況

（事故収束に向けた対応戦略（対応策）の進捗状況）

の情報共有ができること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき戦略シートによ

り戦略の進捗状況の情報共有はできており、目標を

達成していた。 

①④ 

必要な情報に不足や遅れがないこと。 必要な情報は不足や遅れがなく適時 FAX を送信し

ERC と情報共有が図られており、目標を達成してい

た。 

① 

原子力災害対応マニュアルに基づき事象の進展や事

故収束戦略・予測進展の変更といった状況変化時や、

適時に施設全体の現況について説明ができること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき状況変化時や、

適時に施設全体の現況について説明が行われてお

り、目標を達成していた。 

① 

図表などの視覚情報の活用ができること。 原子力災害対応マニュアルに基づき構内用図面集を

積極的に活用しており、目標を達成していた。 

① 

EAL 判断時に、ERC プラント班に対し当該 EAL の

判断根拠の説明が適切に行われること。 

EAL判断基準を超える水準での放射性物質が検出さ

れた際、放射線管理班からの報告に「SE02・GE02 に

該当すると判断」と記載されており、ERC 対応者は

その時刻を EAL判断時刻と誤解してしまい、ERCに

報告してしまった。EAL 判断の正確な理解と伝達に

ついては、改善点として抽出した。[改善点（No.1）] 

① 

21 電話での情報共有

の実施 

原子力警戒本部設置後、ビデオ会議（Webex）使用

不可の状況を想定し、ERC 対応者は電話での ERC

プラント班への連絡と地震発生後の状況について情

報共有を実施した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき電話会議システ

ムが適切に利用できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき電話会議システ

ムが適切に利用できており、目標を達成していた。 

－ 
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訓練項目 No. 検証項目 訓練結果 達成目標 評価 訓練目標※ 

ERC 対応訓

練 

22 

 

10条会議/15条認定

会議での説明 

ERC 対応者が 10 条確認/15 条認定会議に参加し、

特定事象発生の判断根拠等について確認した。 

原子力災害対応マニュアルの「ERC プラント班等の

活動について」に基づき、10 条認定会議及び 15 条

認定会議での簡潔な説明を実施できること。 

原子力災害対応マニュアルに基づき 10 条認定会議

及び 15 条認定会議で簡潔な説明が実施できており、

目標を達成していた。 

① 

 

ERC への派

遣 

23 ERC 対応サポート 副原子力防災管理者 1 名と相互協力班 1 名をリエゾ

ンとして ERC に派遣し、緊急時対策所の ERC 対応

者による情報共有のサポートを実施した。 

原子力災害対応マニュアルに基づき ERC プラント班

に派遣されたリエゾンが、緊急時対策所を補助すると

いう目的に応じ事業者が定めるリエゾンの役割等を認

識し、必要に応じ適時適切に ERC プラント班に対し情

報提供ができること。 

リエゾンが ERC の質問等の回答を補足し、積極的に

サポートを実施しており、目標を達成していた。 

－ 

ERC プラント班の意向等を緊急時対策所等に伝達でき

ること。 

リエゾンが ERC 側の情報を積極的に緊急時対策所

に伝えたり、緊急時対策所から情報を入手したり、

積極的にサポートを実施しており、目標を達成して

いた。 

－ 

 

※：各評価項目に対応する 1.(2)項の訓練目標（①～④）を示す。 
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8. 前回訓練時の改善点への取り組み結果 

前回の総合訓練（令和４年 2 月 15 日）における課題への取り組み結果は以下のとおり。

なお、前回までの訓練の課題に対する改善が完了したものについては、取組み状況の結果の

最後に[完了]と記載している。また、文中の（検証項目 No.XX）は当該の取組結果を確認し

た「 7.防災訓練の結果及び評価」の検証項目番号を示す。 

No. 前回までの訓練の課題 取組み状況 

1 

気象情報が適切なタイミングで必

要とするところと共有ができてい

なかった。 

改善 気象情報の確認方法、活用方法及び報告・

共有方法について明確化し、原子力災害対

応マニュアルに手順を定めた。 

結果 放射線管理班が、モニタリングに関係する

気象情報を本部内の気象観測 PC から読み

取りクロノロ及び放射線等管理シートに記

載し、本部内で情報共有が実施できていた。

[完了（検証項目 No.9）] 

2 

現場指揮者の指示の遅れにより、

現場対応に遅れが生じた。 

改善 放射線管理班及び除染班は、米国（FMEA）

の ICSを参考に現場体制や指揮命令系統を

明確にして実効性のある体制を構築した。 

結果 放射線管理班と除染班の現場を指揮する現

場指揮者及び指揮者の補佐要員を配置する

体制を構築したことで指示の遅れも無く、

本部とも適切にコミュニケーションが図ら

れていた。[完了（検証項目 No.6）] 

3 

測定が必要な項目を明確にしてモ

ニタリング計画が策定できていな

かった。また、COP に関する状況

を説明するための情報共有が一部

不足していた。 

改善 放射線等モニタリング計画シートは、EAL

の判断等に必要な重要な情報のみを記載す

るシートに変更した。また、COP に関する

情報共有の手段として、構内用図面集を作

成し各班に配備した。これらについて原子

力災害対応マニュアルに様式等を定めた。 

結果 測定が必要な項目を明確にして放射線等モ

ニタリング計画シートを適切に作成できて

いた。また、作成した COP に補足資料と

して構内用図面集を添付し ERC と情報共

有を行った。[完了（検証項目 No.7、8、20）] 
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No. 前回までの訓練の課題 取組み状況 

4 

FAX について混乱なく正確に作

成することに関して改善すべき部

分が見られた。 

改善 正確に FAX の記載ができるよう不明確で

あった部分の FAX 作成ルールを明確化し、

原子力災害対応マニュアルに手順を定め

た。 

結果 第 10 条通報、第 25 条報告及び警戒事態該

当事象発生連絡/経過連絡について、原子力

災害対応マニュアルに基づき正確に作成を

行った。また、意図したとおりの FAX が作

成できることを目的にした通報・報告に関

する要素訓練を令和 4 年 11 月 14 日に実施

した。[完了（検証項目 No.1、2、3）] 
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9. 今後の原子力災害対策に向けた改善点（対策） 

(1) 今回の総合訓練において抽出した改善点 

今回の総合訓練において抽出した改善点は以下のとおり。 

No. 今回の総合訓練において抽出した改善点 

1 問題点／課題； 

クロノロ及び EAL 判断フローに記載される EAL 判断基準を超える水準での

放射性物質が検出された時の放射線管理班からの報告に、「SE02・GE02 に該

当すると判断」と記載されており、ERC 対応者はその時刻を EAL 判断時刻と

誤解してしまい、ERC に報告してしまった。本来は本部長による EAL 判断が

行われた時刻のみが EAL 判断時刻として伝わるべきであった。なお、第 10 条

通報の FAX については正しく記載されていた。 

原因； 

「EAL 判断」というものがどういうものであるか一部の防災要員の理解が不

足していた。 

 

対策； 

EAL 判断をいつ、だれが行うのか、どのような流れで 15 条認定されるかなど、

原子力災害発生の判断プロセス及び EAL 判断という言葉の重要性をすべての

防災要員が理解できるように毎年の原子力防災教育の中で教育を実施する。ま

た、EAL の「確認（検出）時刻」及び「判断時刻」をきちんと区別して ERC

へ報告できる仕組みやチェック体制を検討し、原子力災害対応マニュアルに定

める。 

2 

 

 

 

 

 

 

 

問題点／課題； 

事業者間協定での支援に対して派遣要員や貸与資機材は定められていたが、具

体的な活動までは明確になっていなかった。 

 

原因； 

これまでの訓練シナリオでは支援要請が必要となる想定がなかったため具体

的な内容が不明確であった。 
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No. 今回の総合訓練において抽出した改善点 

2 対策； 

支援の内容について協定を結んでいる事業者と共有し、総合訓練で支援要請等

の訓練を行う。なお、支援活動には時間を要することが考えらえるため、支援

活動までの間に実施する事業者対応の内容（モニタリング計画等）についても

合わせて検討を行う。 

3 問題点／課題； 

モニタリングについて十分に情報が共有できていなかった。 

原因； 

ERC への口頭での報告などモニタリング結果の報告が断片的なものであり、

全体像をうまく伝えられていなかった。 

対策； 

モニタリングの時系列データ、測定位置及び進捗状況など情報共有の方法を検

討し、原子力災害対応マニュアルに定める。これらについて要素訓練等で技量

の向上を図る。（例：測定の進捗が分かるような時系列データや測定位置関係

が分かるデータシートの活用など） 

 

 

10. 総括 

今回の訓練の結果、7．防災訓練の結果及び評価及び 9．今後の原子力災害対策に向けた

改善点（対策）のとおり、SE02/GE02 の事象に対して以下の改善点を抽出した。 

(1) EAL 判断の正確な理解と伝達 

(2) 具体的な支援内容の検討 

(3) モニタリングの位置、トレンド、進捗の共有 

以上より、一部改善が必要な箇所が抽出されたが、原子力防災本部の対応能力の向上が確

認できたことから、令和 4 年度の防災訓練の目的に対してよい結果を得られたと考える。

今回の訓練結果をもとに PDCA を回すことにより、原子力防災業務計画及び中期計画を見

直し、防災体制の継続的な改善を図っていく。 
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別紙２ 

防災訓練の結果の概要（要素訓練） 

 

1. 防災訓練の目的 

本訓練は、原子力事業者防災業務計画 第 2 章 第 7 節に基づき実施した要素訓練であり、各事象収束に対する各種手順に対する対応の習熟並びに昨年度の

課題に対する改善策の有効性の確認及び更なる改善の取り組みが目的である。 

 

2. 訓練実績と今後の原子力災害対策に向けた改善点 

報告期間中に実施した要素訓練の結果と改善点は以下のとおり。 

No. 訓練項目 訓練内容 対象者 実施日時 
参加 

者数 
訓練結果／今後の原子力災害対策に向けた改善点 

1 通報訓練 

 

地震及び火災による管理区域外

へ の 放 射 性 物 質 の 放 出

（SE05/GE05）を想定して、通

報・報告様式を抜けなく正確に

作成することを目的として、警

戒事態該当事象発生連絡、警戒

事態該当事象発生後の経過連

絡、10 条通報及び 25 条報告の

訓練を行った。 

副原子力防災管理者 

情報・連絡班 

放射線管理班 

 

令和 4 年 11 月 14 日 

14:00～16:30 

6 結 果：一通りの通報・報告様式を作成すること

ができ、抜けや誤記も無く良好な結果が

得られた。 

改善点：特になし。 
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No. 訓練項目 訓練内容 対象者 実施日時 
参加 

者数 
訓練結果／今後の原子力災害対策に向けた改善点 

2 除染作業等の訓練 屋外へのウラン飛散を想定し、

一時的管理区域及び進入統制ラ

インの設置、並びに飛散したウ

ランの回収について訓練を行っ

た。 

 

除染班 令和 4 年 6 月 23 日 

15:00～16:00 

 

5 結 果：放射線管理班とICSを参考とした体制を

構築し、有効に活動できることを確認した。 

改善点：特になし。 

3 除染作業等の訓練 

その他の訓練（原子力

災害医療） 

夜間の大地震により、火災と屋

外へのウラン飛散を想定して、

夜間における屋外での応急復旧

について訓練を行った。 

防護隊 令和 5 年 1 月 26 日 

17:30～18:30 

30 結 果：暗い中でも防災資機材の照明等を利用し

て、一時的管理区域の設置や拡大防止・除染、消

火活動及び救護活動といった応急復旧を実施でき

ることを確認した。 

改善点：特になし。 

4 モニタリング訓練 屋外へのウラン飛散を想定し、

要員の被ばく管理、身体汚染検

査、エアモニタ等による放射性

物質の監視について訓練を行っ

た。 

放射線管理班 令和 4 年 6 月 23 日 

15:00～16:00 

 

10 結 果：モニタリング計画シートを作成してモニ

タリング計画を立案できていた。また、

除染班と ICS を参考とした体制を構築

し、有効に活動できることを確認した 

改善点：特になし。  

5 避難誘導訓練 外部事象（津波、竜巻）発生時の

退避訓練を行った。 

従業員等 令和 4 年 9 月 15 日 

15:30～15:50（竜巻） 

16:30～17:00（津波） 
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結 果：手順書に従い、外部事象発生時の安全確

保行動が適切に実施できることを確認し

た。 

改善点：特になし。 
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No. 訓練項目 訓練内容 対象者 実施日時 
参加 

者数 
訓練結果／今後の原子力災害対策に向けた改善点 

6 その他の訓練 

（広報活動） 

原子力災害の発生を想定して、

模擬記者会見の対応訓練を行っ

た。 

副原子力防災管理者 

放射線管理班長 

広報班長 

令和 5 年 1 月 12 日 

11:00～12:00 

4 結 果：発生した事象について概要、原因、今後

の対応方針と進展見込み、及び周辺住民

への影響の見通しなど必要な説明が実施

できることを確認した。一部改善が必要

な課題が抽出されたが、おおむね良好な

結果を得られた。 

改善点：想定 Q&A の内容、気象データの説明、

屋内退避の今後の見通しの説明等に改善

できる部分が確認されたため今後も年に

１回以上の訓練を実施し、力量の向上を

図る。 

7 その他の訓練 

（ERC 対応訓練） 

地震及び火災による排気筒から

の放射性物質の放出を想定して

模擬 ERC への情報提供を行っ

た。 

ERC 対応者 

ERC 対応補助者 

相互協力班 

令和 4 年 11 月 15 日 

13:30～16:00 
5 

結 果：本部から情報を入手し、ERC との情報共

有及び質問への回答を行えることを確認

した。 

改善点：特になし。 

 

3. その他（今後の訓練予定） 

報告期間後に実施を予定する要素訓練の内容は以下のとおり。 

No. 訓練項目 訓練内容 対象者 実施予定日 

1 原子力事業所災害対

策支援拠点運用訓練 

原子力災害発生後、今後調達する資機材等の受け入れ及び外部からの支援の受け

入れのための拠点として、原子力事業所災害対策支援拠点の設置訓練を行う。 

資材班 

防護隊 

令和 5 年 3 月 16 日に実施予定 

 


